
会長 宿利原 勝吉
会長代理 近川 正人

2番 鈴 一磨
3番 東郷 輝昭
4番 木原 光郎
5番 厚ケ瀬 博文
6番 黒瀬 正
7番 牧原 昇
8番 鍋 康博
9番 樋渡 俊信

10番 平原 榮
12番 貫見 和洋
13番 鮫島 廣幸
14番 猪鹿倉 昭雄
15番 落司 順一
16番 畠中 正秋
17番 寺田 郁哉
18番 安水 義文
19番 德永 哲朗
20番 基 岸澄

４、会長あいさつ

議 長 只今より平成２３年度錦江町農業委員会第６回総会の議事を開会いたします。

議案第２２号 農業経営基盤強化促進法第１３条第５項の規定による農用地利用
集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について

議案第２１号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利用
集積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請について

第２ 附議事項

議案第１９号 買受適格証明願申請について

第１ 議事録署名委員の指名

議案第２０号 農地法第３条許可申請について

議案第２３号 農業振興地域整備計画の変更（編入）について

錦 江 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録

５、議 事

２、開催場所 錦江町本庁 ２階庁議室

３、出席委員（２０人）

１、開催日時 平成２３年９月２８日（水）午後３時から

事務局職員 松元 辰朗 事務局長 折久木 まり子 書記 中野 好太郎 書記

欠席委員 なし



本日の総会の出席は全員出席となっています。錦江町農業委員会会議規則第８条の規定に
より総会は成立しております。

それでは、錦江町農業委員会会議規則第２３条第２項に規定する議事録署名委員ですが、
議長から指名させていただくことにご異議ありませんか。

全 委 員 なし。

議 長 それでは異議ないということですので、５番の厚ケ瀬博文委員と６番の黒瀬正委員を指名
致します。

宜しくお願い致します。

それでは、会務報告について事務局から報告と説明をお願いします。

事務局 会務報告と説明

議 長 只今の会務報告について、何かご質問、ご意見ございませんか。

全委員 発言なし

議 長 無いようでございますので、以上で会務報告を終わります。
それでは附議事項に入ります。
議案第１９号 買受適格証明願申請について提案します。事務局の説明をお願いします。

事務局 本件は、鹿児島地方裁判所鹿屋支部から担保不動産競売事件の入札が平成２３年１１月１
７日から同年１１月２５日まで行われることになり、その物件（農地）の入札に関する適格
者であることを証明するものであります。

申請者は、Ｋ・Ｉさん、農業で 歳、錦江町神川 番地の方です。
競売物件は、錦江町神川八久保９３６番３、地目は台帳現況とも畑、地積が３，７４２㎡

です。次に錦江町神川岩渕１０１４番、地目は台帳現況とも畑、地積は５，６３２㎡です。
競売の原因は、経営破綻。
入札期間は、平成２３年１１月１７日から平成２３年１１月２５日までとなっています。
売却決定日が、平成２４年１月１９日となっています。
所轄裁判所名は、鹿児島地方裁判所鹿屋支部です。
売買事件名は、平成２３年（ケ）第１２号です。

申請者のＫ・Ｉさんの農地取得要件に関する経営規模は、自作地６，９２８㎡、貸付地１
７，６５６㎡を株式会社Ｉ製茶に貸し付けてあります。

労働力は、４人で家族経営がなされており、農業機械も茶を耕作する摘採機や防除機の
他、茶工場も建築され一連の農業機械は所有されています。

取得後の利用については、茶を栽培されるとのことです。
調査委員は、７番の牧原委員となっています。調査報告は、農地法第３条許可申請に準じ

た要件の報告をお願いしたいと思います。

議 長 牧原委員調査報告をお願いします。

７番
牧原委員

はい。調査報告を行います。９月２６日に事務局、会長と現地調査を致しました。現地調
査は見るだけのかたちになります。

買受適格認定に該当するか、どうかということの調査でＫ・Ｉさんとお会いしました。皆
様もご存じのとおりＫ・Ｉさんは、 でもある傍ら製茶工場を持ってお茶を作っているとい
うことで、今息子さんともども４人でやっていらっしゃるということで、お茶に関しては皆
様のご存じのとおりであると思います。

農地の利用状況につきましては、今持っていらっしゃる処は全て茶畑で何ら問題なく、意
欲もありまして、そこを買い受けて全部茶畑にしたいということでございます。

実際機械等の所有もございまして、農地法第第３条許可申請と同じで何ら問題は無いかと
思います。宜しくお願いします。

議 長 只今調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問あるいは異議等がありましたら出して
頂きたいと思います。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。



全委員 はい。

議 長 それでは買受適格証明願受付番号１号に賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、買受適格証明願の受付番号１号は原案のとおり決定しまし
た。

なお、本件の所有権移転については、農地法第３条許可を必要としますが、今回の買受適
格証明願で農地法第３条許可申請と同様な審議のうえ買受適格者と決定しましたので、当該
農地の入札において、Ｋ・Ｉ氏が落札した折、農地法第３条許可申請における許可の処理
は、錦江町農業委員会会長において処理して差し支えないかお諮りします。錦江町農業委員
会会長で処理することに賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 只今の買受適格証明願受付番号１号のＫ・Ｉ氏の本件落札においては、農地法第３条許可
は錦江町農業委員会会長で処理させて頂くことに決定しました。

続きまして議案第２０号農地法第３条許可申請について提案いたします。説明をお願いし
ます。

事務局 農地法第３条許可申請 受付番号８号 譲渡人は、Ｋ・ＯさんＫ自治会の方です。
経営規模は、自作地２，７０８㎡、譲渡理由は規模縮小となっています。
申請地は、城元山下５８３５番１、地目は台帳現況とも田、地積は６３㎡です。
譲受人は、Ｒ・Ｏさん 歳でＫ自治会にお住まいの方です。
経営規模は、世帯員２、労働力２、自作地４０，２２３㎡耕作されています。譲受理由は

規模の拡大となります。
農地の取得要件については、錦江町の別段に定める下限面積３０ａは問題ございません。
農業機械の装備については、トラクター、耕運機等の農業機械を所有されています。
農作業従事については、８０歳代の夫婦２名で年間従事できるような記載があります。
年齢について高齢であるようですが、年齢は取得要件にはなっていません。
農地の全部利用等の取得要件を中心に、担当農業委員から調査報告をお願いします。
調査委員は、１８番の安水委員にお願いします。

議 長 安水委員調査報告をお願いします。

１８番
安水委員

はい。１８番調査報告を行います。現地調査及び譲受人の面接の方を９月２６日に行いま
した。

場所につきましては、池田のＩ自治会の田でありまして、ここに面積が書いてありますと
おり６３㎡ということで狭いです。
これはＲ・Ｏさんの田に囲まれた場所で、Ｒ・Ｏさんのみ使い道がないような処でした。今
回畦道が拡張ということで、尚更小さくなりまして、残りが６３㎡しか残らないということ
でＲ・Ｏさんの方にどうかして貰えないだろうかということで、Ｋ・Ｏさんの方からお願い
があったということで、私が買いましたと聞きました。金額につきましては、全部で４万円
ということで承っております。

先ほど説明がありましたとおり、Ｒ・Ｏさんは高齢で２人家族ですが、町外に息子さんと
娘さんがいらっしゃいまして、田の方にも手伝いに来たり、土曜日曜には手伝いに来たりさ
れていますので、何ら問題は無いと思います。機械なども先ほど説明がありましたので、問
題なく利用されると思います。他の所有地につきましても畑は十分管理されていますので問
題ありません。宜しくお願い致します。

議 長 調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問あるいは異議等がありましたら出して頂き
たいと思います。

全委員 なし。

議 長 無いようでございますが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 農地法第３条許可申請 受付番号８号について賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手



議 長 全員賛成ですので農地法第３条許可申請 受付番号８号は許可することに決定しました。
次をお願いします。

事務局 農地法第３条許可申請 受付番号９号 譲渡人は、Ｔ・ＵさんＴ自治会の方です。
経営規模は、自作地３，４２２㎡、譲渡理由は贈与となっています。
申請地は、馬場西ノ下８９４番１、地目は台帳現況とも田、地積は１，２４１㎡です。
譲受人は、Ａ・Ｕさん 歳でＴ自治会にお住まいの方です。
経営規模は、世帯員２、労働力２、自作地２，１８２㎡、小作地１，２４１㎡耕作されて

います。譲受理由は受贈となります。
農地の取得要件については、錦江町の別段に定める下限面積３０ａは問題ございません。
農業機械の装備については、トラクター、耕運機等の農業機械を所有されています。
農作業従事については、夫婦２名で年間従事できるような記載があります。
農地の全部利用等の取得要件を中心に、担当農業委員から調査報告をお願いします。
調査委員は、１７番の寺田委員にお願いします。

議 長 寺田委員調査報告をお願いします。

１７番
寺田委員

１７番の寺田です。報告を申上げます。Ａ・ＵさんはＴ・Ｕさんの息子さんでありまし
て、今のところ共稼ぎで土日休日を利用したバレイショと稲作の兼業農家であります。耕作
面積は３０ａ以上、農業機械はトラクター、バレイショ等に利用する管理機は所有されてお
りまして、農地の有効利用という点からは何ら問題ないと思います。受贈される土地を確認
に行きましたが、適格に管理されていましたので何ら問題ないと思います。これまで農業を
やっておりまして、技術的な面とかそのようなことに対しても何ら問題ないと考えます。宜
しくお願いします。

議 長 只今調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問あるいは異議等がありましたら出して
頂きたいと思います。

全委員 なし。

議 長 無いようでございますが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 農地法第３条許可申請 受付番号９号について賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成ですので農地法第３条許可申請受付番号９号は許可することに決定しました。
次をお願いします。

事務局 農地法第３条許可申請 受付番号１０号 譲渡人は、Ｔ・ＨさんＨ自治会の方です。
経営規模は、自作地６，３９８㎡、譲渡理由は贈与となっています。
申請地は、田代川原池野後４３２１番９、地目は台帳現況とも田、地積は６８４㎡。

次に田代川原池野後４３２１番１０、地目は台帳現況とも田、地積は５０３㎡。
次に田代川原池野後４３２１番１５、地目は台帳現況とも田、地積は７７１㎡。
次に田代川原池野後４３２１番１７、地目は台帳現況とも田、地積は１，１８０㎡。
次に田代川原池野後４３２５番７、地目は台帳現況とも田、地積は３９０㎡。
次に田代川原池野後４３２５番９、地目は台帳現況とも田、地積は６５１㎡です。
次に田代川原原沢４５９１番５、地目は台帳現況とも畑、地積は４６０㎡

譲受人は、Ｅ・Ｈさん 歳でＨ自治会にお住まいの方です。
経営規模は、世帯員２、労働力２、自作地６，３９８㎡耕作されています。譲受理由は、

Ｔ・Ｈさん名義の４，６３９㎡を受贈されるものです。
農地の取得要件については、錦江町の別段に定める下限面積３０ａは問題ございません。
農業機械の装備については、トラクター、耕運機、田植機、コンバイン等の農業機械を所

有されています。
農作業従事については、夫婦２名で年間従事できるような記載があります。
農地の全部利用等の取得要件を中心に、担当農業委員から調査報告をお願いします。
調査委員は、１４番の猪鹿倉委員にお願いします。

議 長 猪鹿倉委員調査報告をお願いします。



１４番
猪鹿倉委

員

はい。調査報告致します。２２日の朝調査に行きましたが、譲受人のＩさんは仕事の関係
で留守でしたので奥さんにお話ししまして調査しました。説明がありましたとおり、全てを
耕作されているということです。農作業は主に日曜日にされたり、作業によっては仕事から
帰ってから奥さんとされているとのことです。説明がありましたとおり機械は、トラク
ター、管理機、コンバイン、バインダーなどを持っておりますので、作業は全部自分でされ
るそうです。高齢化によりましてＨの集落では年齢が 歳と一番若い労働者であると考えま
す。集落の方々にも手伝いをされまして、集落のために一生懸命頑張っておられるようでご
ざいます。以上で終わります。

議 長 調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問あるいは異議等がありましたら出して頂き
たいと思います。

安水委員 Ｔ・Ｈさんの自作面積とＩ・Ｈさんの自作面積が全く一緒ですが、これは偶然でしょう
か。

事務局 これは一緒の世帯で、１，５７９㎡Ｅさん名義分がありまして、農家台帳が一緒になって
いますので同じになります。

安水委員 解りました。

全委員 なし。

議 長 無いようでございますが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 農地法第３条許可申請 受付番号１０号について賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全員賛成ですので農地法第３条許可申請 受付番号１０号は許可することに決定しまし
た。以上で議案第２０号を終わりまして、次に議案第２１号 農業経営基盤強化促進法第１
３条第４項の規定による農用地利用集積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請につい
て提案いたします。説明をお願いします。

事務局 議案第２１号農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画受付番号４号、譲渡人は
Ｙ・Ｅさん、Ｂ自治会の方です。経営規模は、自作地３９，１００㎡を所有されています。
譲渡理由は規模縮小です。

申請地は、田代麓久木野５１６６番６７６、地目は台帳現況とも畑、地積は２，５９５
㎡。
次に田代麓久木野５１６６番６７７、地目は台帳現況とも畑、地積は２，８８４㎡。
次に田代麓久木野５１６６番６８１、地目は台帳現況とも畑、地積は２８１㎡。
次に田代麓久木野５１６６番６８２、地目は台帳現況とも畑、地積は１，２３８㎡です。

譲受人は、Ｔ・Ｎさん 歳で、Ｂ自治会の方です。経営規模は世帯員３、労働力３、自作
地は９８，５３８㎡、小作地は５，９４０㎡で茶を栽培されています。

農作業従事日数は２５０日、雇用を７４０日計上してあります。
農業機械は、防除機、摘採機、管理機、茶工場を所有されています。

農地の取得要件については、担当委員から調査報告を頂きたいと思います。調査員は、２０
番の基委員となっています。

議 長 基委員調査報告をお願いします。

２０番
基委員

はい。２０番調査報告致します。９月３日と７日の２日間に亘りましてあっせんの話合いを
行いました。場所は県道５６８号線から町道花瀬新田線の中にあります久木野地区の茶団地
です。買主のＮさんは、茶工場を経営されておりまして茶に必要な機械は全て所有されてお
ります。家族経営で兄弟二人、家族３にで行っております。家族経営協定も調印され、認定
農業者でもあり地域のリーダー的な方です。年齢も若くこれからが楽しみだと思っていま
す。取得価格でございますが、４筆６，９９８㎡、２，２０８，２８０円となっておりま
す。何ら問題ないと思います。宜しくお願いします。

議 長 調査報告を頂きましたが質疑に入りたいと思います。質問あるいは異議等がありましたら
出して頂きたいと思います。

全委員 なし。

議 長 無いようでございますが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。



議 長 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画受付番号４号について、賛成の委員
の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全員賛成ですので議案第２１号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農
地利用集積計画（所有権移転）受付番号４号の錦江町長に対する要請については原案通り決
定しました。

議案第２１号を終わりまして、議案第２２号農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規
定による農用地利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について提案いたしま
す。説明をお願いします。

事務局 議案第２２号農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利用集積計画利
用権の設定の錦江町長に対する要請について受付番号７８号から１２０号までを提案しま
す。

受付番号７８号から８２号の貸し人は、Ｓ・ＳさんＧ自治会の方です。
申請地は、田代川原四本松１９６２番２、地目は畑、地積は４，６４１㎡。

次に田代川原四本松１９６３番、地目は畑、地積は１，３３４㎡。
次に田代川原ロサイ２１０４番４、地目は畑、地積は１，３６１㎡。
次に田代川原ロサイ２１０４番５、地目は畑、地積は５２５㎡。
次に田代川原ロサイ２１３６番１、地目は畑、地積は２，４０１㎡となっています。

期間は、平成２３年１０月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は全部で５万円
となっています。

借り人は、Ｋ・Ｏさん 歳で、Ｓ自治会となっていますが、現在Ｓ団地にお住まいです。
経営規模は、自作地は９，２９７㎡、甘藷やタカナを栽培される複合経営をされていま

す。
世帯員１、労働力１、雇用労働が２人で３００日計上されております。農作業従事日数は

１５０日となっています。農業機械はトラクター、軽トラックを所有されています。
調査委員は、１番の近川委員となっています。権利取得要件に沿った報告をお願いしま

す。

議 長 近川委員調査報告をお願いします。

１番
近川委員

はい。これは新規でございますが、Ｓ・Ｓさんの娘さんとＯさんが再婚されまして、そこ
を借りられたところです。Ｏさんは元は重機をもってクレーンで仕事をされていましたが、
農業に切り替えられたようなことで園芸に力を入れて一生懸命にやるということで、畑も綺
麗に耕運や草刈りなどやっていらっしゃいます。皆様と共に見守って指導をお願いしたいと
思います。

議 長 只今７８号から８２号までの調査報告がありましたが質疑に入りたいと思います。何かご
質問ご異議のある方はありませんか。

猪鹿倉委員 宜しいでしょうか。小作料は全部で５万円ということは、５年間で５万円ということです
か。

近川委員 １年で５万円です。

猪鹿倉委員 はい。解りました。

近川委員 親子関係になります。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは受付番号７８号から８２号まで賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号７８号から８２号までは原案のとおり決定しまし
た。

次をお願いします。



事務局 次は受付番号８３号から８７号までを説明します。
受付番号８３号の貸し人は、Ｎ・Ｍさん埼玉県に在住の方です。
申請地は、馬場八木田５５０番、地目は田、地積は７９３㎡です。
期間は平成２３年１１月１日から平成２５年１２月１４日まで、小作料は５千円となって

います。
借り人は、Ｔ・Ｏさん、Ａ自治会の方です。年齢は 歳の新規に農業を志す方です。

経営規模は、自作地として父親名義の自作地が１４，０２１㎡ございます。世帯員は７、労
働力は３と記載されています。農作業の従事日数が１６０日、農業機械は父所有のトラク
ター、耕運機、草刈り機、噴霧機、トラック等を所有されています。

この方は新規に水稲栽培を志しているということで、後で農地利用集積円滑化事業により
利用権設定にも出てまいります。

次に受付番号８４号の貸し人は、Ｍ・Ｒ子さんＭ自治会の方です。
申請地は、馬場木場ノ上９４３番、地目は田、地積は１，０７４㎡となっています。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は米３０㎏入

りの８俵の物納となっています。
借り人は、Ｍ・ＲさんＭ自治会の 歳の方です。経営規模は、自作地７，０８７㎡、小作

地２，２５０㎡で施設野菜や水稲を栽培されています。
世帯員は３、労働力は３、農作業の従事日数は２００日、農業機械はトラクター、トラッ

ク、耕運機、バインダーを所有されています。

次に受付番号８５号の貸し人は、Ｕ・Ｈさん神奈川県在住の方です。
申請地は、馬場宮下１８０２番２、地目は田、地積は８７１㎡となっています。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は米２５㎏入

りの５俵の物納となっています。
借り人は、Ｔ・ＦさんＫ自治会の 歳の方です。経営規模は、自作地２６，４８６㎡、小

作地１１，４０７㎡で茶を中心に野菜等を栽培される複合経営です。
世帯員は８、労働力は４、農作業の従事日数は３００日、農業機械はトラクター、トラッ

ク、管理機、軽トラックを所有されています。

次に受付番号８６号の貸し人は、Ｍ・ＨさんＫ自治会の方です。
申請地は、馬場宮下１８０２番１、地目は田、地積は１，１６８㎡となっています。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は米２５㎏入

りの７俵の物納となっています。
借り人は、前号のＴ・Ｆさんですので省略します。

次に受付番号８７号の貸し人は、Ｍ・ＮさんＨ自治会の方です。
申請地は、城元大田中１１３３番、地目は田、地積は１，００３㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は、ウルチ米

２５㎏入りの５俵とモチ米２５㎏入り３俵の物納となっています。
借り人は、Ｋ・ＦさんＫ自治会の 歳の方です。経営規模は、自作地３，６８９㎡、小作

地１，５３７㎡で水稲とバレイショなどの複合経営をされています。
世帯員は２、労働力は２、農作業の従事日数は１６０日、農業機械はトラクター、耕運

機、管理機、軽トラックを所有されています。
受付番号８３号から８７号までの調査委員は、４番の木原委員にお願いします。
権利の取得要件を中心に調査報告をお願いします。

議 長 木原委員調査報告をお願いします。

４番
木原委員

報告致します。受付番号８３号につきましては、この農地は以前売りたいあるいは貸した
い、というあっせん申出があった土地でありますが、湿田で中々あっせんが成立しませんで
荒れていた土地でありましたが、今回事務局から説明がありましたとおりＯさんが水稲を作
りたいということで設定をされたものであります。Ｏさんは、Ｏ清掃の息子さんで今後農業
に取組むということで、最近はＯ清掃の作業の業務はされていないという事務所の話であり
ました。先ほどもありましたとおり田代地区の荒れ地も探しておられたり、南大隅町にも出
向いて農地を借りたいというようなことで探されている状況であります。新規就農といいま
すか、 歳の若い方で、技術は今からだろうと思いますが、両親が一緒に協力するというこ
とでありましたので、今後見守っていきたいと思っているところであります。



８４号から８７号につきましては、今年の１２月で設定が切れるための再設定であります
ので、今まで利用権設定がされていましたので問題は無いと思いますが、ただ８７号につき
ましては今までウルチ米とモチ米が4俵づつという条件でありましたが、借り手の方からモ
チ米を減らしてほしいという要望がありまして相談した結果、ウルチ米は５俵とモチ米は３
俵にということで変更して契約致したところであります。利用権設定の要件については、何
ら問題は無いと思います。以上です。

議 長 調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問あるいは異議等がありましたら出して頂き
たいと思います。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは受付番号８３号から８７号までに賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号８３号から８７号までは原案のとおり決定しまし
た。

次をお願いします。

事務局 次は受付番号８８号から９２号までを提案します。
受付番号８８号の貸し人は、Ｔ・Ｓさん神奈川県に在住の方です。
申請地は、神川鳥浜６４３番１、地目は田、地積は２，７６２㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２９年１２月１４日まで、小作料はモミ４５０

㎏物納プラス２２，５００円です。
借り人は、Ｅ・ＩさんＫ自治会の 歳の方です。経営規模は、自作地１７，１８１㎡、小

作地７，１６７㎡で肉用牛、バレイショ、施設インゲン等の複合経営をされています。
世帯員は６、労働力は３、農作業の従事日数は３００日、家畜の飼養状況は肉用牛２６頭

飼育しており、農業機械はトラクター、トラック、耕運機、管理機、モアー、ロールベー
ラーを所有されています。

次に受付番号８９号の貸し人は、Ｆ・ＮさんＴ自治会の方です。
申請地は、神川下牧９５７番、地目は畑、地積は１，６５７㎡です。
期間は、平成２３年１０月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は５万円です。
借り人は、Ｋ・ＩさんＴ自治会の 歳の方です。経営規模は、自作地２０，６２５㎡、小

作地９，９７８㎡で製茶業を営む専業農家です。
世帯員は２、労働力は２、農作業の従事日数は３２０日、農業機械は茶工場とトラク

ター、トラックの他茶業を営むための一連の農業機械を所有していらっしゃいます。
受付８８号と８９号の調査委員は、７番の牧原委員にお願いします。権利取得の要件等を

中心に調査報告をお願いします。

次に受付番号９０号と９１号の貸し人は、Ｎ・ＨさんＳ自治会の方です。
申請地は、田代麓井手平３２６８番３、地目は田、地積は１，８４８㎡。

次に田代麓長尾３３０１番１、地目は畑、地積は３，５３５㎡となっています。
期間は、平成２３年１２月２３日から平成３３年１２月１４日まで、小作料はありませ

ん。
借り人は、Ｍ・ＨさんＳ自治会の 歳の方です。経営規模は、自作地５，３８３㎡、小作

地２，２９９㎡でイチゴや水稲の複合経営をされています。
世帯員２、労働力２、農作業従事日数が３００日、農業機械はトラクター、軽トラック、

バインダー、ハーベスターを所有されています。

次に受付番号９２号の貸し人は、Ｓ・ＫさんＨ自治会の方です。
申請地は、田代麓須崎６７１番１、地目は田、地積は１，５８５㎡となっています。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料はありませ

ん。
借り人は、Ｋ・ＴさんＴ自治会の 歳の方です。経営規模は、自作地２９，２６９㎡、小

作地２４，０２５㎡で肉用牛や水稲の複合経営をされています。
世帯員４、労働力３、農作業従事日数が３００日、農業機械はトラクター、デスクモア、

ハーベーラー、バインダー、ダンプを所有されています。
受付番号９０号から９２号の調査員は８番の鍋委員にお願いします。権利取得の要件等を

中心に調査報告をお願いします。



議 長 牧原委員、鍋委員の順に調査報告をお願いします。

７番
牧原委員

はい、ご報告致します。まず８８番、Ｔ・Ｓさんですが、この方は現在神奈川県に在住で
して、借主がＥ・Ｉさんで、皆さんもご存じの方でございます。今Ｉさんは肉用牛にインゲ
ン、バレイショ、水稲などされています。この田は鳥浜水田ですが、主に水稲を作るという
ことで前回からの継続になっています。労働力、その他従事日数など何ら問題ないく継続と
いうことでご審議の方をお願いします。

続きまして８９番ですが、Ｆ・Ｎさんこの方もＴにお住まいの方ですが、現地については
鳥浜の上の茶畑の中央に位置する処でございます。既に１番茶、２番茶済んでおります。現
在 歳ですが、牛を２５頭ぐらい飼っていらっしゃいまして、牛で手が回らないということ
で、規模縮小ということでのＫ・Ｉさんに借りていただけないでしょうかということで、話
をされたら快く引き受けてくださったということでした。

Ｋ・Ｉさんについては、皆さんもご存じのとおりＫ課のＩ課長の息子さんでございます。
まだ若くて現在 歳、作業従事日数もほとんど作業に従事しているということで専念してい
るということで、１年のほとんどは農業に従事しているということでございます。何ら問題
は無いと思います。宜しくお願いします。

８番
鍋委員

続きまして、９０番９１番ですが、Ｍ・ＨさんとＮ・Ｈさんにつきましては、親子関係で
ございまして、この土地につきましては農業者年金受給についての関係で設定をされている
ものです。継続ということで先ほど説明があったとおりイチゴ農家と水稲関係で借りてい
らっしゃいまして、何ら問題は無いと思います。

９２番の件につきましては、Ｋ・Ｔさんは年齢的には 歳ですが非常に熱心な方で、元田
代のＪＡの支所長もされたような方で農業に熱心に取り組んでいらっしゃる方です。息子さ
んもいらっしゃるわけですが、現在は他に仕事をもっていらっしゃいまして、一緒に仕事は
されてはおりませんが将来については、特に問題は無いと思います。宜しくご審議願いま
す。

それから付け足しになりますが、小作料金がなく、使用貸借となっていますが、今年の分
につきましても１万円で設定されて持っていかれましたが、Ｋさんの方から農地を荒らさな
いようにして頂けたらそれで結構ですというようなことで、受け取られなかったということ
で今回もこの設定の時確認をしましたが、今言ったようなことでいりませんというようなこ
とでした。

議 長 受付８８号から９２号までの調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問あるいは異議
等がありましたら出して頂きたいと思います。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは受付番号８８号から９２号までに賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号８８号から９２号までは原案のとおり決定しまし
た。

次をお願いします。

事務局 次の受付番号９３号から１１５号までは、農地利用集積円滑化事業による利用権設定にな
ります。

この農地の集積事業は、農地の所有者から農地利用集積円滑化団体である錦江町が農地利
用集積円滑化団体となっておりますので代理人となり、当該農地を担い手に集積する事業と
なっています。

遊休農地を県と町がお金を出しまして、遊休農地を解消するという目的の事業です。その
ような農地を引き受けた担い手の方に１万５千円というお金が出て、その開発された農地は
そのような事業で解消されるもので、地権者の方も農地がまた復元して価値が上がるのでは
ということです。今年も木原委員の方が担当して頂いていますので、補足する部分がありま
したらお願いします。とりあえず説明して行きたいと思います。



受付番号９３号の議案は、Ｎ委員の事案となりますので、Ｎ委員は本事案に参与できませ
んので、そのつもりでお願いします。

受付番号９３号の貸し人は、Ｙ・ＮさんＳ自治会の方です。
申請地は、田代麓松ノ崎４９９４番３１、地目は畑、地積は１，０１２㎡です。
期間は平成２３年１０月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は１０ａ当たり４

千円となっています。
借り人は、Ｔ・Ｙさん 歳のＮ自治会の方です。経営規模は、自作地２７，２０８㎡、小

作地５１１㎡で水稲とイチゴの複合経営をされています。世帯員は５、労働力は３、雇用を
１人１８０日されています。農業機械は、トラクター、ハーベスタ、管理機、動噴、堆肥散
布機、草払い機を装備されています。

調査委員は、２０番の基委員にお願いします。取得要件を中心に調査報告をお願いしま
す。

議 長 基委員調査報告をお願いします。

２０番
基委員

はい、ご報告致します。私の話そうとしたことは事務局からありましたが、答えるところ
はありません。取得要件のところはこの欄にありますとおりイチゴを大々的に行っている方
です。年齢も若く、やり手と申しますか、地区公民館の館長もされて頑張り屋さんでござい
ます。雇用が多いようですが来年から更に増やして、この遊休地を借りて苗を作ったりする
計画だそうです。認定農業者でもありまして地域のリーダー的存在だと思います。以上で
す。

議 長 受付９３号の調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問あるいは異議等がありました
ら出して頂きたいと思います。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。
議 長 それでは受付番号９３号に賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号９３号は原案のとおり決定しました。
次をお願いします。

事務局 次の議案の受付番号９４号から９６号までは、Ｙ委員の案件となっていますので、Ｙ委員
は本件に参与できませんのでそのつもりでお願いします。

受付番号９４号の貸し人は、Ｅ・ＵさんＫ自治会の方です。
申請地は、田代麓山ノ口２２４０番１、地目は田、地積は２，１１５㎡です。
期間は、平成２３年１０月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は１０ａ当たり

５千円です。
借り人は、Ｙ・Ｙさん 歳のＹ自治会の方です。
経営規模は、自作地２９，８４２㎡、小作地２，３０８㎡でこれまでタバコを中心に耕作

されていました。世帯員は４、労働力４、雇用を３人１５０日されています。
農業機械は、トラクター、管理機、軽トラ、ダンプを所有されています。

受付番号９５号の貸し人は、Ｔ・Ｔさん東京都に在住の方です。
申請地は、田代麓落ノ口２３１７番１、地目は田、地積は１，４７２㎡です。
期間は、平成２３年１０月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は年間６千円で

す。
借り人は、前号のＹ・Ｙさんですので省略します。

受付番号９６号の貸し人は、Ｋ・Ａさん鹿児島市に在住の方です。
申請地は、田代麓落ノ口２３１７番２、地目は田、地積は７２９㎡です。
期間は、平成２３年１０月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は３千円です。
借り人は、前号のＹ・Ｙさんですので省略します。
調査員は９番の樋渡委員にお願いします。

議 長 樋渡委員調査報告をお願いします。



９番
樋渡委員

９番ご報告致します。この件は私にとっても大変喜ばしい事でありまして、この９４番の
Ｅ・Ｕさんの土地には助成とか何かできないかということで念願していた土地でありまし
て、今回Ｙさんがこの土地を作ってくださるということで私としても大変助かっています。

９５号、９６号については、ここ４年ぐらい荒地となっていた処です。ここもＹさんが
作ってくださるということでありがたく思っているところです。

借り人のＹさんに関しては皆さんもご存じのとおり、今回タバコを止められて、私の地域
で農地が空いていないかとありましたので、他の地域にもありましたのでそこを案内したい
と思っています。何ら問題は無いと思います。宜しくお願いします。

議 長 受付番号９４号から９６号までの調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問あるいは
異議等がありましたら出して頂きたいと思います。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは受付番号９４号から９６号まで賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号９４号から９６号は原案のとおり決定しました。
次をお願いします。

事務局 次は、９７号から１０５号までを提案します。
受付番号９７号と９８号の貸し人は、Ｔ・ＩさんＹ自治会の方です。
申請地は、田代麓山神２７３９番１、地目は田、地積は１，６３９㎡。

次に田代麓山神２７４０番、地目は田、地積は１，１３１㎡です。
期間は、平成２３年１０月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は２年目から１

０ａ当たり５千円です。
借り人は、Ｈ・Ｙ、 歳のＹ自治会の方です。
経営規模は、自作地６，９６５㎡、小作地３０，４１６㎡で水稲と肉用牛の複合経営を営

まれます。世帯員は２、労働力２、農作業従事日数は２８０日となっています。
農業機械は、トラクター、コンバイン、軽トラ、モアー、ロールベーラーを所有されてい

ます。

受付番号９９号と１００号の貸し人は、Ｓ・ＭさんＹ自治会の方です。
申請地は、田代麓山神２７４４番１、地目は田、地積は１，０５９㎡。

次に田代麓山神２７４４番２、地目は田、地積は１，２５０㎡です。
期間は、平成２３年１０月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は２年目から１

０ａ当たり５千円となっています。
借り人は、前号のＨ・Ｙさんですので省略します。

受付番号１０１号から１０４号の貸し人は、Ｋ・Ｍさん南松園に入所されているの方で
す。

申請地は、田代麓山神２７４５番１、地目は田、地積は１，７９８㎡。
次に田代麓山神２７４６番１、地目は田、地積は７８２㎡。
次に田代麓山神２７４６番２、地目は田、地積は３５０㎡。
次に田代麓山神２７３０番、地目は田、地積は１，１６６㎡です。

期間は、平成２３年１０月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は２年目から１
０ａ当たり５千円となっています。

借り人は、前号のＨ・Ｙさんですので省略します。

受付番号１０５号の貸し人は、Ｙ・ＹさんＹ自治会の方です。
申請地は、田代麓山神２７３１番、地目は田、地積は１，０３２㎡です。
期間は、平成２３年１０月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は２年目から１

０ａ当たり５千円となっています。
借り人は、前号のＨ・Ｙさんですので省略します。
受付番号９４号から１０５号までの調査委員は、９番の樋渡委員にお願いします。取得要

件を中心に調査報告をお願いします。

議 長 樋渡委員調査報告をお願いします。



９番
樋渡委員

ご報告致します。これも事務局からお話があったとおりでございます。私の地域は、湿田
とかが大変多くて山神は９０％湿田ですが、その中の湿田でない部分です。ここ１０年ぐら
い耕作されていなかったという土地です。

場所は、元田代高校を過ぎましてＹ集落がありますがその山手です。そこの一角は借り手
を探すのに大変苦労していた地域でありまして、今回Ｈ・Ｙさんと昨日面会しましたが、３
月に息子さんが帰ってくるということで楽しみにしているということです。息子が帰ってく
る前にもう少し土地を広げ、安定した経営にしておきたいということで、事務局からあった
ように今回１反当たり１万５千円の助成があって、荒地を解消してくれということで、その
ようにすれば出ますよということで今回上ったわけです。

Ｈ・Ｙさんは認定農業者でもあり、今まで何件も利用権設定にも上がっております。何ら
問題ないと思います。宜しくお願いします。

議 長 受付番号９４号から１０５号までの調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問あるい
は異議等がありましたら出して頂きたいと思います。

德永委員 賛成という前提での話ですが、ＭさんもＭさんも地番から行くと同じ場所ですね。畦があ
りますか。有効利用ということからすれば、畦を取る条件ですか。

樋渡委員 畦を取る条件です。

議 長 他にありませんか。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは受付番号９７号から１０５号までに賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号９７号から１０５号までは原案のとおり決定しま
した。

１０分間休憩します。

休憩

議 長 只今より会議を再開します。
受付番号１０６号からお願い致します。

事務局 受付番号１０６号から１０９号の貸し人は、Ｍ・ＭさんＹ自治会の方です。
申請地は、田代麓山下西迫５４３３番、地目は畑、地積は５６５㎡。

次に田代麓山下西迫５４３４番、地目は畑、地積は１，２２９㎡。
次に田代麓山下西迫５４３５番、地目は畑、地積は１，２６９㎡。
次に田代麓山下西迫５４３６番、地目は畑、地積は９２８㎡です。

期間は、平成２３年１０月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は２年目から１
０ａ当たり５千円です。

借り人は、農業生産法人の株式会社 Ｍです。
経営規模は、自作地３，２６５㎡、小作地１５，６０３㎡で甘藷を中心に経営されていま

す。労働力は雇用を８人７５０日記載されています。農業機械は、トラクター、管理機等を
所有されています。

受付番号１１０号の貸し人は、Ｓ・Ｙさん指宿市在住の方です。
申請地は、田代麓松ノ崎４９９４番１０、地目は畑、地積は３，２５７㎡です。
期間は、平成２３年１０月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は１０ａ当たり

２千円です。
借り人は、前号の農業生産法人の株式会社 Ｍですので省略します。
受付番号１０６号から１１０号までの調査委員は、１２番の貫見委員にお願いします。

取得要件を中心に調査報告をお願いします。

議 長 貫見委員調査報告をお願いします。

１２番
貫見委員

はい、報告致します。受付番号１０６号から１０９号と１１０号の借り人は、株式会社Ｍ
さんでございます。これはＴ建設でありまして、これまでも甘藷やらカボチャなど栽培され
ています。今回の申請地は、耕作放棄地になっておりまして、建設会社でございますので重
機を入れて圃場整備をして甘藷を植えられるということでございました。やる気のあるとこ
ろでございますので問題ありません。お願いします。



議 長 受付番号１０６号から１１０号までの調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問ある
いは異議等がありましたら出して頂きたいと思います。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは受付番号１０６号から１１０号までに賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号１０６号から１１０号までは原案のとおり決定し
ました。

次をお願いします。

事務局 受付番号１１１号から１１５号の貸し人は、Ｋ・ＯさんＮ自治会の方です。
申請地は、田代麓山添４６８４番、地目は田、地積は６６７㎡。

次に田代麓山添４６８６番、地目は田、地積は８４４㎡。
次に田代麓山添４６８７番、地目は田、地積は９６１㎡。
次に田代麓山添４６８９番１、地目は田、地積は２５６㎡。
次に田代麓山添４６８９番２、地目は田、地積は９２２㎡。

期間は、平成２３年１０月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は１０ａ当たり
４千円です。

借り人は、受付番号８３号でありましたＴ・Ｏさんですので省略します。
調査委員は、４番の木原委員にお願いします。

議 長 木原委員調査報告をお願いします。

４番
木原委員

はい。この農地につきましては、大原中学校がありました処の下の処でありまして、担当
地区の委員の方はご存じだと思いますが、一部は雑木が植えてありましたが、そこが荒れて
おりまして、今回８３号でありましたＯさんが借りられることになりました。借りて米を作
りたいということで設定されたものであります。

先ほども言いましたとおり農業経験はまだ浅いわけですが、親の協力があるということで
今後を楽しみにしたいと思っております。本人にも荒地ですので、途中で止めるようなこと
がないようにということで、お願いは致していますので今後を見守りたいと思っています。

私が最後になりましたが、この荒廃地の利用集積につきましては、私も推進員になってい
くれということで頼まれているところですが、現在９月になりまして２日ほど出ただけであ
ります。現地調査と借りたいという人がいた場合に現地を案内したりして、利用権設定がさ
れるように進めているところであります。事務局から先ほどありましたとおり反当あたり１
万５千円借りた人に交付金が出ますので、３年分ぐらいの小作料は出るということでありま
す。そして１０ａ当たり４千円から５千円ということで決めてあるようです。４千円と５千
円の違いについては、田代地区のことがわかりませんが、大原地区の方が４千円程度、そし
て役場寄りの方が５千円というふうに決めて貸し借りをしようということで進めているもの
でありますので、田代地区の委員の方は借り手を今後見つけていただけますようにご協力を
して頂けたらと思っているところでありますので宜しく致します。

議 長 受付番号１１１号から１１５号までの調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問ある
いは異議等がありましたら出して頂きたいと思います。

落司委員 この事業は１年限りですか。

木原委員 そのあたりのことは私は解りませんが、田代地区の中でも大字麓の方を中心にやっており
ます。

安水委員 私の聞いたところ負担金が１万５千円で工事を賄うということで、その中で工事をして農
地整備をしてもらうと聞いております。借りた本人が農地整備する本人が金を使わないよう
に、そのお金からできる範囲で工事をしてもらうといわれました。

木原委員 工事というのが畦を取ったり。

安水委員 畦を取ったりするものです。荒地を畑が出来たり解消するもので工事費を１万５千円の中
から出し、安くで仕上げて負担金が出ないようにされる。

木原委員 私は貰えるということで、荒地ですので・・・・・

牧原委員 荒地対策のものと違う訳ですか。



安水委員 荒地の対策とは違います。独自に田代の方で企画されたものです。

鍋委員 字が麓と川原とありますので、私も川原地区に荒れてはいませんが、耕作放棄地になって
しまうといけないと思いましたので、一緒にこれも事業に乗せていただけないかと相談しま
したら来年度に期待してくださいというような話でした。

樋渡委員 私の地域はまだ一杯あります。少し詳しく聞きましたが、この件は１年限りだとありまし
たが、反当１万５千円出すと、安水委員からも出ましたがその土地によってお金のかからな
いところは、耕作者に１万５千円あげるという話を聞きました。ものすごく金がかかるよう
な場所もあります。しかも国道沿いで２０年ぐらい耕作してないそのような場所もありま
す。そのような土地を隣の農地と同じ高さにして埋め立てて行けたら。

牧原委員 それは荒廃地対策の事業と並行してやれるのではないですか。

樋渡委員 並行してやってもらえるのではないかと思います。

議 長 他にありませんか。

全委員 なし。

平原委員 事務局にお願いですが、できたら合計面積を記入して頂けたら

事務局 はい。そのようにします。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは受付番号１１１号から１１５号までに賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号１１１号から１１５号までは原案のとおり決定し
ました。

次をお願いします。

事務局 次の議案の受付番号１１６号から１１８号までは、Ｔ委員の案件となっていますので、Ｔ
委員は本件に参与できませんのでそのつもりでお願いします。

受付番号１１６号から１１８号の貸し人は、Ｍ・ＴさんＨ自治会の方です。
申請地は、田代川原早瀬１０９２番、地目は田、地積は５４１㎡。

次に田代川原早瀬１０９３番１、地目は田、地積は２００㎡。
次に田代川原早瀬１０９３番２、地目は田、地積は２２７㎡です。

期間は、平成２３年１２月２３日から平成２８年１２月１４日まで、小作料はございませ
ん。

借り人は、Ｋ・Ｔさん 歳でＨ自治会の方です。
経営規模は、自作地１７，１７３㎡、小作地９６８㎡で、水稲を栽培されています。農作

業従事日数は８０日、労働力は２、農業機械はトラック、脱穀機を所有されています。
調査委員は、１２番の貫見委員にお願いします。取得要件を中心に調査報告をお願いしま

す。

議 長 貫見委員調査報告をお願いします。

１２番
貫見委員

はい、ご報告致します。受付番号１１６号から１１８号の借り人はＫ・Ｔさんです。Ｔさ
んはＭ建設に勤務されておりまして、その傍ら早期水稲を栽培されております。継続ですの
で何ら問題は無いと思いますが、早期水稲の後耕運をされまして綺麗に管理されております
ので問題はありません。宜しくお願いします。

議 長 受付番号１１６号から１１８号までの調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問ある
いは異議等がありましたら出して頂きたいと思います。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは受付番号１１６号から１１８号までに賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手



議 長 全委員賛成でございますので、受付番号１１６号から１１８号までは原案のとおり決定し
ました。

次をお願いします。

事務局 受付番号１１９号から１２０号の貸し人は、Ｔ・ＴさんＨ自治会の方です。
申請地は、田代川原猿口２５４７番３、地目は畑、地積は１，６６４㎡。

次に田代川原猿口２５４７番４、地目は畑、地積は１，８７０㎡です。
期間は、平成２３年１０月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は１０ａ当たり

６千円です。
借り人は、Ｍ・Ｔさん 歳でＨ自治会の方です。
経営規模は、自作地２０，９４３㎡、小作地８，３３８㎡で、タバコと肉用牛の複合経営

をされています。農作業従事日数は３００日、労働力は３、農業機械はトラクター、トラッ
ク、モアーを所有されています。

調査委員は、１番の近川委員にお願いします。取得要件を中心に調査報告をお願いしま
す。

議 長 近川委員調査報告をお願いします。

１番
近川委員

はい。只今事務局から説明がありましたがすべての要件は満たしております。Ｍ・Ｔさん
は、認定農業者でありましてタバコや肉用牛を中心に独身で一生懸命に頑張っている後継者
として頼もしい青年であると思っています。何ら問題は無いと思います。

議 長 受付番号１１９号から１２０号までの調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問ある
いは異議等がありましたら出して頂きたいと思います。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは受付番号１１９号から１２０号までに賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号１１９号から１２０号までは原案のとおり決定し
ました。

以上で議案第２２号農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利用集積
計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請についてを終わりまして、続きまして議案第２
３号農業振興地域整備計画の変更（編入）について提案いたします。

事務局 議案第２３号 農業振興地域整備計画の変更編入について説明致します。
この件については、平成２３年９月１２日、申請者から錦江町長に申請があり、９月１２

付けで錦江町長から農業委員会に意見が求められたものであります。
申請についての内容は、
・池野集落協定 申請代表者：Ｈ・Ｎ 氏

申請地：田代麓刈切５２１９番８他３筆
面積：９，６６２㎡

１６ページから １７ページまでは、池野集落協定関係が記載されています。
対象農地は、
田代麓刈切５２１９番８、地目は田、地積は１，６４０㎡、所有者はＨ・Ｋさん
田代麓刈切５２１９番１９、地目は田、地積は４，３８９㎡、所有者はＡ・Ｔさん
田代麓刈切５２１９番２８、地目は田、地積は２，５７５㎡、所有者はＨ・Ｋさん
田代麓刈切５２１９番７８、地目は田、地積は１，０５８㎡、所有者はＨ・Ｋさん

当該申請地区の集落協定がこれまでの協定地内で無かったことから、今回第３期対策の要
件緩和で集落協定農用地になり、中山間地域直接支払交付金の対象地とされるものでありま
す。

調査委員は、１４番の猪鹿倉委員となっています。

議 長 猪鹿倉委員調査報告をお願いします。



１４番
猪鹿倉委

員

報告申し上げます。９月２６日に会長、事務局と申請者の貫見さんの立会いのもと現地調
査を実施致しました。

今回の農用地編入は、平成２３年１月に農用地編入されたときと同時にされる予定でした
が、当時申請されなかった場所とのことでした。

申請地の周辺は、水稲や野菜が栽培され一団の面積を有しており、前回の編入地域と一体
的なつながりがあると認められるので農用地編入には問題はく、今後も集落協定農用地とし
て活用されていくものと判断されます。以上で報告を終わります。

議 長 ただ今調査報告がありましたが質疑に入ります。何かご異議ご質問ございませんか。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいですか。

全委員 なし。

議 長 議案第２３号 農業振興地域整備計画の変更、農用地編入について賛成の委員の挙手を求
めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、議案第２３号 農業振興地域整備計画の変更編入について
は原案のとおり決定しました。

以上をもちまして、錦江町農業委員会第６回総会の付議事項を終わります。

会長

５番

６番

議 事 録 調 整 者 折 久 木 ま り 子


